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一般職の職員の身分の取扱いについて 
 
 
 
一般職の職員の身分の取扱いについて、別紙のとおり承認を求める。 
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(別紙) 

協定項目番号 ９ 協定項目名  一般職の職員の身分の取扱い 

調  整  内  容 

 
一般職の職員の身分については、次のとおり取り扱うものとする。 

 
（１）田主丸町、北野町、城島町及び三潴町の一般職の職員は、すべて久留米市の職員として 

引き継ぐ。 

 
（２）田主丸町、北野町、城島町及び三潴町の職員の任免、給与その他の身分の取扱いについ 

ては、久留米市の職員と不均衡が生じないよう公正に取り扱うものとし、その細目は、 
１市４町の長が別に協議して定める。 
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